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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
七
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
機
器
の
基
準
（
平
成
十
七
年
厚
生
労

働
省
告
示
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
医
療
機
器
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
使
用
環
境
に
対
す
る
配
慮
）

（
使
用
環
境
に
対
す
る
配
慮
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

前
項
の
場
合
の
使
用
上
の
制
限
事
項
は
、
注
意
事
項
等
情
報
と
し
て
公
表

２

前
項
の
場
合
の
使
用
上
の
制
限
事
項
は
、
医
療
機
器
に
添
付
す
る
文
書
又

さ
れ
、
又
は
医
療
機
器
に
添
付
す
る
文
書
若
し
く
は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被

は
そ
の
容
器
若
し
く
は
被
包
（
第
十
七
条
に
お
い
て
「
添
付
文
書
等
」
と
い

包
（
第
十
七
条
に
お
い
て
「
添
付
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い

う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
～
７

（
略
）

３
～
７

（
略
）

（
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
又
は
添
付
文
書
等
へ
の
記
載
に
よ
る
使
用
者
へ

（
添
付
文
書
等
に
よ
る
使
用
者
へ
の
情
報
提
供
）

の
情
報
提
供
）

第
十
七
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
医
療
機
器
が
製
造
販
売
さ
れ
る
際
に
、
使

第
十
七
条

製
造
販
売
業
者
等
は
、
医
療
機
器
が
製
造
販
売
さ
れ
る
際
に
、
使

用
者
の
医
療
機
器
に
関
す
る
訓
練
及
び
知
識
の
程
度
を
考
慮
し
、
当
該
医
療

用
者
の
医
療
機
器
に
関
す
る
訓
練
及
び
知
識
の
程
度
を
考
慮
し
、
当
該
医
療

機
器
の
注
意
事
項
等
情
報
の
公
表
又
は
添
付
文
書
等
へ
の
記
載
に
よ
り
、
製

機
器
の
添
付
文
書
等
に
よ
り
、
製
造
販
売
業
者
名
、
安
全
な
使
用
方
法
及
び

造
販
売
業
者
名
、
安
全
な
使
用
方
法
及
び
そ
の
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
必

そ
の
性
能
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
、
使
用
者
が
容
易
に
理
解
で

要
な
情
報
を
、
使
用
者
が
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な

き
る
よ
う
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。


